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行
政
相
談
を　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
、
当
日
会
場
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

●
日
時　

９
月
１１
日
（
水
）

 

午
前
１0
時
～
正
午

●
場
所　

中
央
公
民
館
１
階　

第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　

黒
沼
裕
一
氏

 

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

家
庭
系
ご
み
袋
を　
　
　

支
給
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

　

一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
世
帯
に
、
家
庭

系
ご
み
袋
を
支
給
し
ま
す
。
支
給
対
象
世
帯

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
申
請
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
交
付
申
請
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

● 

受
付
期
間　

９
月
２
日
（
月
）
～
１１
日

（
水
）
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

● 

受
付
時
間　

午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５
時

１5
分

● 

受
付
場
所　

住
民
税
務
課
（
役
場
１
階
④

窓
口
）

● 

支
給
対
象　

7
月
1
日
現
在
、
中
山
町
に

住
所
を
有
す
る
世
帯
で
、
次
の
い
ず
れ
か

の
条
件
に
該
当
す
る
方
。

⑴ 

世
帯
構
成
員
全
員
が
平
成
30
年
中
の
所
得

金
額
の
な
い
世
帯
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯

　

① 

令
和
元
年
₇
月
１
日
に
お
い
て
、
世
帯

全
員
が
満
65
歳
以
上
の
世
帯

　

② 

１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
所
持
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

　

③ 

Ａ
判
定
の
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る

方
が
い
る
世
帯

　

④ 

１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

　

⑤ 

配
偶
者
と
死
別
ま
た
は
離
別
に
よ
り
、

ひ
と
り
親
と
な
っ
た
方
が
18
歳
以
下
の

子
（
障
が
い
者
は
20
歳
未
満
）
を
扶
養

し
て
い
る
世
帯
ま
た
は
両
親
が
い
な
い

状
態
に
あ
る
18
歳
以
下
の
子
（
障
が
い

者
は
20
歳
未
満
）
を
扶
養
し
て
い
る
世

帯

※ 

②
～
④
に
該
当
す
る
方
は
手
帳
を
忘
れ
ず

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵ 

生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助
を
受
け
て

い
る
世
帯

⑶ 

中
国
在
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

お
よ
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
生
活
支
援
給
付
を

受
け
て
い
る
世
帯

※ 

未
申
告
等
の
場
合
、
申
告
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　最近、幼い子どもや高齢者が巻き込まれる事故が全国各地で多発してお
り、自分だけが気を付けていても防ぐことができない世の中になっていま
す。
　交通事故に遭わない・起こさないためには一人ひとりの心掛けがとても
大切です。地域の集まりなど、皆さんが集まる機会にぜひ、交通安全につ
いてのお話を聞いてみてはいかがでしょうか？
　集会の合間の短い時間でも結構ですので、お気軽にお問い合わせくださ
い。

交通安全についてのお話を聞いてみませんか？

※お問い合わせ先　総務広報課危機管理Ｇ　☎６６２‐４８９９
　　　　　　　　　担当：交通安全専門指導員　夛田

1 元.9.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



投票区 地　　　　　　　　区 投　　票　　所

第１投票区 達磨寺全区、向新田 達磨寺・向新田地区農村集落多目
的共同利用施設

第２投票区
新田町全区、上町、新町、元町、中町、柳町、
旭町全区、中原団地、広瀬団地、川端、下川、
あおば全区

中山町立長崎小学校体育館

第３投票区 桜町全区、北小路、西小路、梅ヶ枝町全区、
西町、南小路、いずみ全区 中山勤労文化センター

第４投票区 三軒屋、落合 落合構造改善センター
第５投票区 文新田全区 文新田生活改善センター
第６投票区 金沢全区 中山町西部地区公民館
第７投票区 柳沢全区、中山ひまわり荘 柳沢集落センター
第８投票区 土橋全区 豊田地区農業集落多目的集会施設
第９投票区 岡全区 中山町岡地区文化交流センター
第10投票区 小塩全区 小塩構造改善センター

■投票日に町内で投票できる人
　次の２つの条件にあてはまる人が、町内で投票できます。
　①投票日現在で満18歳以上の人（平成13年９月16日以前に生まれた人）
　②令和元年６月８日以前から引き続き中山町の町民となっている人
　※投票日までに中山町外に転出した人は投票できません。

■期日前投票制度をご利用ください
　選挙の投票日当日（９月15日）、仕事や私用のため投票所に行くことができないと見込まれる
人は、期日前投票をすることができます（期日前投票時点において、まだ18歳になっていない人
等については、不在者投票の手続きにより投票することになります。）。
　　●期　　間　　９月１１日（水）〜１4日（土）　　　●時　　間　　午前８時３0分〜午後８時
　　●設置場所　　役場１０１・１０２会議室
※ 入場券を持参の上、お越しください。入場券の裏面に、期日前投票のための宣誓書が印刷され

ていますので、事前に記入することで受付が早く済むようになります。なお、入場券が届く前
は、入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

■郵便による不在者投票について
　郵便による不在者投票を行う場合は、９月１１日（水）までに、請求書および郵便等投票証明書
を町選挙管理委員会に提出し、投票用紙および投票用封筒を請求してください。郵送でも、直接
持参してもどちらでもかまいません。選挙期日の告示日前でも請求することができます。

■投票日当日の投票時間は午前７時から午後８時まで
　入場券は、世帯ごとに郵送されます。投票所は入場券に記載されていますのでご確認ください。
投票区と投票所は次のとおりです。

■開票は午後９時から
　開票は、９月15日午後９時から中央公民館大ホールで行います。会場では、開票状況を、午後
９時30分から15分おきに速報する予定です。

【注意】無投票となった場合は、入場券は発送しません。
　　※お問い合わせ先
　　　中山町選挙管理委員会事務局（中山町役場総務広報課内）
　　　〒990-049２　中山町大字長崎１２0番地　☎６６２‐２１１１　　ＦＡＸ６６２‐５１７６

中山町議会議員選挙
９月１5日（日）投票日
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排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

試
験
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
下
水
道
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
５

　

山
形
県
下
水
道
協
会
第
29
回
排
水
設
備
工

事
責
任
技
術
者
の
県
内
統
一
試
験
が
行
わ
れ

ま
す
。

人
工
透
析
通
院
交
通
費
を

助
成
し
ま
す

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　

腎
臓
機
能
に
障
が
い
を
有
す
る
方
（
身
体

障
害
者
手
帳
所
持
者
）
が
人
工
透
析
療
法
を

受
け
る
た
め
、
医
療
機
関
へ
の
往
復
に
バ
ス
、

Ｊ
Ｒ
、
ま
た
は
自
家
用
車
を
利
用
し
た
場
合
、

交
通
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
た
だ
し
、

病
院
の
送
迎
バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
は
該

当
し
ま
せ
ん
。

● 

申
請
受
付
期
間　

９
月
２
日
（
月
）
～
１３

日
（
金
）　

午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５
時

１5
分
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
ま
で

● 

申
請
方
法　

医
療
機
関
の
通
院
証
明
書　

（
平
成
３１
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
元
年
８

月
末
ま
で
の
通
院
実
績
）
と
申
請
書
を
健

康
福
祉
課
ま
た
は
役
場
総
合
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
通
院
証
明
書
と
申
請
書

の
用
紙
は
、
健
康
福
祉
課
（
保
健
福
祉
セ

危
機
管
理
型
水
位
計
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
危
機
管
理
Ｇ

 
☎
６
６
２
‐
４
８
９
９

　

県
が
管
理
す
る
河
川
の
85
か
所
に
「
危
機

管
理
型
水
位
計
」
が
設
置
さ
れ
、
４
月
か
ら

運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
危
機
管
理
型
水
位
計
」
は
、
洪
水
時
に

特
化
し
た
水
位
計
で
、
一
定
の
水
位
を
超
過

し
た
場
合
に
観
測
を
行
う
水
位
計
で
す
。

　

当
町
で
は
、
新
堀
川
の
宵
待
草
橋
お
よ
び

不
動
沢
川
の
小
塩
橋
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
水
位
情
報

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

川
の
水
位
情
報　h

ttp
s://k

.rive
r.g

o
.jp

※ 

危
機
管
理
型
水
位
計
は
、
橋
梁
に
設
置
さ

れ
て
い
る
た
め
、
表
示
さ
れ
る
横
断
図
を

見
る
と
氾
濫
ま
で
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
見

え
ま
す
が
、
近
隣
の
危
険
箇
所
（
地
盤
が

低
い
箇
所
等
）
の
氾
濫
が
始
ま
っ
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
に
対
す
る
臨
時
・
特
別
給

付
金
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方
の
う
ち
、
次

の
該
当
要
件
に
当
て
は
ま
る
未
婚
の
ひ
と
り

親
の
方
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
該
当
要
件

　

① 

令
和
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
る
（
予
定
の
）
父
ま
た
は

母

　

② 

令
和
元
年
10
月
31
日
時
点
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
婚
姻
（
法
律
婚
）
を
し
た
こ

と
が
な
い
方

　

③ 

令
和
元
年
10
月
31
日
時
点
に
お
い
て
、

事
実
婚
を
し
て
い
な
い
方
ま
た
は
事
実

婚
の
相
手
方
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

方

●
給
付
金
額　

１
万
７
５
０
０
円

● 

申
請
期
限　

１１
月
８
日
（
金
）
ま
で

ン
タ
ー
内
）
と
、
役
場
総
合
窓
口
（
役
場

庁
舎
１
階
）
に
準
備
し
て
い
ま
す
。

※ 

平
成
30
年
度
後
期
（
平
成
30
年
９
月
１
日

～
平
成
31
年
２
月
末
）
分
の
助
成
金
を
受

給
さ
れ
た
方
に
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

● 

日
時　

１１
月
１7
日
（
日
）
午
後
１
時
～
３

時
３0
分

●
場
所　

協
同
の
杜
Ｊ
Ａ
研
修
所
（
山
形
市
）

● 

申
込
方
法　

９
月
２
日
（
月
）
～
３0
日
（
月
）

ま
で
建
設
課
下
水
道
G
へ

● 

そ
の
他　

希
望
者
を
対
象
に
受
験
講
習
会

を
開
催
し
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
建
設
課
下
水
道
G
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

私
立
高
等
学
校
生
徒
の　

学
費
補
助
に
つ
い
て

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
課
学
校
教
育
Ｇ
（
中
央
公
民
館
内
）

 

☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

● 

対
象　

令
和
元
年
６
月
１
日
に
お
い
て
、

私
立
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
生
徒
を

持
ち
、
か
つ
、
中
山
町
に
住
所
を
有
す
る

保
護
者
等
（
父
母
ま
た
は
現
に
そ
の
生
徒

を
扶
養
し
て
い
る
方
）
で
、
次
の
事
項
に

該
当
す
る
方

　

① 

令
和
元
年
度
の
町
民
税
が
非
課
税
の
保

護
者
等
（
生
活
保
護
世
帯
を
含
む
）

　

② 

令
和
元
年
度
の
町
民
税
の
う
ち
、
均
等

割
額
（
３
５
０
０
円
）
の
み
が
課
税
さ

れ
て
い
る
保
護
者
等
（
所
得
割
額
が
課

税
さ
れ
て
い
る
保
護
者
等
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。）

● 

補
助
額　

生
徒
１
人
当
た
り
３
万
円
（
年

額
）

● 

申
請
方
法　

必
要
書
類
を
添
付
し
、
９
月

３0
日
（
月
）
ま
で
、
教
育
委
員
会
教
育
課

学
校
教
育
G
（
中
央
公
民
館
内
）
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
各
私
立
高

等
学
校
、
教
育
委
員
会
学
校
教
育
G
で
配

付
し
て
い
ま
す
（
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

3 元.9.1



₁₀月1日から消費税等の税率引き上げにより

使用料等が一部改定されます

　令和元年10月１日から消費税および地方消費税の税率が８％から10％に引き上げられることに伴い、町

公共施設使用料、公共下水道使用料等の改定を行います。

　10月以降の町公共施設の使用については、令和元年９月30日までに使用の許可があったものについては

現行の使用料となり、令和元年10月１日以降に使用が許可されるものについては改定後の使用料となりま

す。

　なお、住民票や印かん登録証明・納税等税関係証明書などの手数料は、現行のままで改定しません。

基本的な考え方

使用料

（消費税等抜き）
×

⇐1.08（現行）

1.10（改定後）

使用料

（消費税等含む・

10円未満切り捨て）

【消費税および地方消費税の税率引き上げについて】

※ 飲食料品（酒類・外食を除く）および週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）には軽

減税率が適用されます。

　　　　　運用開始日

区分
現　行

令和元年10月１日

標準税率 軽減税率（※）

消 費 税 率 6．3％ ７．8％ 6．2４％

地方消費税率
1．７％

（消費税額の1７／63）
2．2％

（消費税額の22／７8）
1．７6％

（消費税額の22／７8）

合　　　　計 8．0％ 10．0％ 8．0％

【町公共施設等の使用料の改定について】

　改定する使用料の代表的なものです。詳しくは各担当へお問い合わせください。
　町民および町内の団体が利用する場合、使用料は無料になる場合があります。

施設および区分 使用料
（消費税等抜き）

現行使用料
（消費税等８％含む）

改定後使用料
（消費税等10％含む）

お問い合わせ先

防 災
セ ン タ ー

１階会議室
（９時～12時） 290円 310円 310円 総務広報課

危機管理Ｇ
☎６６２‐４８９９２階研修室

（９時～12時） 1，080円 1，160円 1，180円

保 健 福 祉
セ ン タ ー

研修室
（９時～12時） 1，200円 1，290円 1，320円 健康福祉課

健康づくりＧ
☎６６２‐２８３６調理実習室等

（９時～12時） 600円 6４0円 660円

中央公民館

大ホール
（９時～12時） 6，000円 6，４80円 6，600円

教育課生涯学習Ｇ
☎６６２‐２２３５研修室等

（９時～12時） 600円 6４0円 660円
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施設及び区分 使用料
（消費税等抜き）

現行使用料
（消費税等８％含む）

改定後使用料
（消費税等10％含む）

お問い合わせ先

西 部 地 区
公 民 館

調理実習室
（１日１回） 2，000円 2，160円 2，200円

教育課生涯学習Ｇ
☎６６２‐２２３５

集会室
（１日１回） 3，000円 3，2４0円 3，300円

勤 労 文 化
セ ン タ ー

調理実習室等
（９時～12時） 600円 6４0円 660円

集会室
（９時～12時） 1，500円 1，620円 1，650円

町 民
グラウンド

全部使用
（アマチュア・
１時間当たり）

290円 310円 310円

夜間照明
（アマチュア・
１時間当たり）

3，810円 ４，110円 ４，190円

町民プール
大人 100円 100円 110円

中学生以下 50円 50円 50円

町民テニス
コ ー ト

大人
（１面・１時間） 290円 310円 310円

中学生以下
（１面・１時間） 150円 160円 160円

総合体育館

占用アリーナ
（ 入場料なし・９

時～21時30分の
うち１時間）

1，9４0円 2，090円 2，130円

個人使用トレーニ
ングルーム等
（大人・１時間）

100円 100円 110円

屋 内
ゲ ー ト
ボ ー ル 場

大人
（１面・１時間） 290円 310円 310円

中学生以下
（１面・１時間） 150円 160円 160円

グラウンド
・ゴルフ場

中学生
以下

１日 120円 120円 130円

年間 3，3４0円 3，600円 3，6７0円

高校生
以上

１日 2４0円 250円 260円

年間 ７，150円 ７，７20円 ７，860円

豊田地区農業集落多目的集会施設、達磨寺向新田地区農村集落多目的共同利用
施設、東部地区多目的交流センター、岡地区文化交流センター

産業振興課
産業振興Ｇ
☎６６２‐２０６３

公共下水道

10㎥まで
（基本料金／月） 1，４00円

（基本料金＋超
過単価×超過
水量）×１．08

（10円未満切り
捨て）

（基本料金＋超
過単価×超過
水量）×１．10

（10円未満切り
捨て）

建設課下水道Ｇ
☎６６２‐２１１５

10㎥を超えて
30㎥まで

（１㎥当たり）
165円

30㎥を
超えた水量

（１㎥当たり）
1７5円

農 業 集 落
排 水

１世帯当たり/月 1，810円 1，950円 1，990円

世帯員１人当たり/月 ４29円 ４60円 ４７0円
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中山町行政改革懇談会委員募集について

中山町行政改革懇談会の公募委員を町民の方から募集します。お気軽にお申し込みください。

１．応募資格

　　中山町内に住所を有する２0歳以上の方

２．募集人員等

委 員 会 名 中山町行政改革懇談会

委員会の任務

　簡素で効率的な行政運営を推進するために、行政改革実施計画の進捗
状況等について検討する。
　なお来年度は、新たな改革の方針となる中山町行政改革大綱（第７次）
およびその行動計画となる行政改革実施計画の策定を予定しています。

募 集 人 数 ３名

任 期 令和元年11月上旬から令和３年３月31日まで

開催予定回数 年度内に１～２回程度

開 催 日 時 平日の日中

報 酬 ３，６００円／会議１回

３．応募方法

　 　応募用紙に必要事項を記入の上、下記の応募先に郵送、ＦＡＸ、電子メールまたは持参により応募し
てください。提出された応募用紙は返却しないものとし、また、委員の選考以外の目的には使用しませ
ん。

　※応募用紙は役場総合窓口、中央公民館、保健福祉センターに備え付けてあります。
　　また、町公式ホームページからもダウンロードできます。

４．募集期間

　　令和元年９月２日（月）〜２7日（金）　※消印有効

５．選考方法

　　提出された応募用紙をもとに書類選考を行います。

※ご応募・お問い合わせ先　総合政策課　政策企画G
　　　　　　　　　　　　　〒９９０－０４９２　中山町大字長崎１２０番地
　　　　　　　　　　　　　☎６６２ - ４２７１　　ＦＡＸ６６２ - ５１７６
　　　　　　　　　　　　　電子メール　kikaku@town.nakayama.yamagata.jp

ひまわり温泉ゆ・ら・ら　大浴場

９月２０日（金）まで工事中

９月２１日（土）朝９時リニューアルオープンします
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健幸アンバサダー養成講座を開催します

健幸アンバサダーとは・・・

健康に関する正しい知識などを地域の人に伝える健康の伝道師です

　なかやま健幸くらぶに参加されている方やご希望の方が受講できます。また、昨年度の健幸アン

バサダー養成講座を受講し、すでに健幸アンバサダーとして活躍されている方もスキルアップのた

めに聴講していただくことが可能です。

●日　　時：①９月８日（日）午後２時〜５時

　　　　　　②９月９日（月）午前９時〜正午

●場　　所：中央公民館２階　第２研修室

●講座内容：・健幸アンバサダーの役割と活動

　　　　　　・健康情報講座

　　　　　　　（生活習慣病予防、がん予防など）

　　　　　　・上手に情報を伝える方法

　　　　　　・筋トレ体験講座　　等

　筑波大学大学院教授　

医学博士　久野　譜也氏

著書・
テレビ出演多数！

●対 象： なかやま健幸くらぶ参加者。参加者でない方でもご希望の方はお問い合わせくだ

さい。

●申込方法：①、②いずれかの日程を９月５日（木）まで、電話でお申し込みください。

●持 ち 物：筆記用具

●そ の 他： 筋トレ体験講座を行います。運動着は不要ですが、動きやすい服装でお越しくだ

さい。

※お申込み・お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　☎６６２‐２８３６

　「健康増進法の一部を改正する法律」（平成30年法律第７8号）の施行により、地方公共団体は

その責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的

かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされました。また、行政機関は第一種施設

として令和元年７月１日以降原則敷地内禁煙となりました。これに伴い、町においても次のよ

うに実施します。

　町民の皆さんのご理解をお願いします。

●法律に基づき、７月１日以降は敷地内禁煙となった旨を周知します。

●９月１日以降、巡回等により徹底を図ります。

●実施対象機関　役場本庁舎、保健福祉センター、中央公民館

※お問い合わせ先　総務広報課庶務Ｇ　☎６６２ ‐ ２１１１

町施設における敷地内禁煙について

９日のみ久野先生より

講義いただきます。
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心
配
ご
と
相
談
所
の
開
設

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
協
議
会
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　

９
月
１１
日
（
水
）　

 

午
後
１
時
３0
分
～
４
時

●
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー    

フ
ァ
ー
ラ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー 

フ
ァ
ー
ラ

 
☎
６
４
５
‐
８
０
７
７

■
フ
ァ
ー
ラ
相
談
室
の
ご
案
内
（
９
月
分
）

☆
費
用　

無
料

☆
利
用
方
法　

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
９

月
１
日
か
ら
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
一
般
相
談
】

　

女
性
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
心
の
悩
み
相

談
。

●
曜
日
と
時
間

　

▼
月
・
水
曜
日
…
午
後
２
時
～
７
時

　

▼
火
・
金
曜
日
…
午
前
９
時
～
正
午

　

▼
木
・
土
曜
日
…
午
前
９
時
～
午
後
１
時

　

▼
日
曜
日
…
午
後
２
時
～
５
時

※ 

９
月
16
日
（
月
・
祝
日
）、
23
日
（
月
・
祝
日
）

の
相
談
は
お
休
み
で
す
。

【
法
律
相
談
】

　

弁
護
士
に
よ
る
法
律
に
関
わ
る
悩
み
相
談

● 

日
時　

９
月
１３
日
・
２0
日
・
２7
日
（
い
ず

れ
も
金
曜
日
）　

午
後
４
時
～
６
時

※
法
律
相
談
の
利
用
は
、
１
人
に
つ
き
年
度

内
に
１
回
の
み
と
な
り
ま
す
。

【
イ
ベ
ン
ト
事
業
】

「
イ
ク
メ
ン
・
カ
ジ
メ
ン
・
イ
ク
ジ
イ
」
講
座

● 

日
時　

９
月
２9
日
（
日
）
午
前
１0
時
～
１１

時
３0
分

● 

場
所　

山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

５
階　

視
聴
覚
室

●
講
師　

渡
邊
節
子
氏

 

（
わ
た
な
べ
助
産
院　

助
産
師
）

● 

対
象
・
定
員　

先
着
10
組
（
山
形
市
・
天

童
市
・
上
山
市
・
山
辺
町
・
中
山
町
在
住
、

山
形
市
在
勤
・
在
学
の
お
父
さ
ん
や
お
じ

い
さ
ん
と
２
か
月
～
ハ
イ
ハ
イ
ま
で
の
赤

ち
ゃ
ん
）

●
費
用　

無
料

● 

持
ち
物　

赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
の
敷
物
（
バ

ス
タ
オ
ル
等
）、
動
き
や
す
い
服
装
、
オ

ム
ツ
な
ど
赤
ち
ゃ
ん
の
外
出
に
必
要
な
物
、

必
要
な
方
は
内
履
き
（
当
日
は
靴
を
脱
い

で
行
い
ま
す
。）

食
改
伝
達
講
習
会
に　
　

 
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

食
改
事
務
局
（
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ
）

 

☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

　

健
康
づ
く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
し
て

活
動
し
て
い
る
中
山
町
食
生
活
改
善
推
進
協

議
会
で
、
町
民
の
方
を
対
象
に
伝
達
講
習
会

を
行
い
ま
す
。

● 

日
時　

９
月
１8
日
（
水
）
午
前
１１
時
３0
分

～
午
後
０
時
１5
分
頃

●
場
所　

中
央
公
民
館

●
内
容　

元
気
に
動
け
る
か
ら
だ
づ
く
り

　

筋
肉
量
を
増
や
す
料
理
試
食
２
品
【
豆
腐

　

の
チ
ー
ズ
焼
き
と
五
目
煮
】

●
対
象　

20
歳
以
上
の
町
内
在
住
の
方

後
期
高
齢
者
医
療
「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

 

事
業
課
給
付
係　

 

☎
０
２
３
７
‐
８
４
‐
７
１
０
０

　

広
域
連
合
で
は
、
加
入
者
の
皆
様
に
ご
自

身
の
治
療
等
に
か
か
っ
た
医
療
費
に
つ
い
て

確
認
し
て
い
た
だ
き
、
健
康
保
険
事
業
の
健

全
な
運
営
を
図
る
た
め
に
、「
医
療
費
の
お

知
ら
せ
」
を
年
１
回
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

掲
載
さ
れ
る
内
容
は
、
医
療
機
関
等
か
ら

当
連
合
へ
請
求
さ
れ
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求
遅
れ
お
よ
び
再
審

査
等
は
経
常
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
ら
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
は
、
平
成
31
年
１
月
か
ら
令
和
元

年
10
月
診
療
分
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

　

確
定
申
告
等
の
際
、「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
、
請
求
遅
れ
等

や
令
和
元
年
11
月
・
12
月
診
療
分
（
来
年
度

日
曜
労
働
悩
み
ご
と
相
談
会

の
開
催
に
つ
い
て

※
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

山
形
県
労
働
委
員
会

 

☎
６
６
２
‐
２
７
９
３

　

山
形
県
労
働
委
員
会
で
は
、
解
雇
や
賃
金

未
払
い
な
ど
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
悩
み

の
方
を
対
象
に
、
山
形
市
・
酒
田
市
・
新
庄

市
・
米
沢
市
の
４
か
所
で
、
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
労
働
問
題
に
詳
し
い
労
働
委
員
会

委
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ
さ
い
（
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
）。

● 

期
日　

①
１0
月
６
日
（
日
）　

②
１0
月
２0

日
（
日
）

● 

時
間　

両
日
と
も
に
午
前
１0
時
～
午
後
３

時

● 

場
所　

①
最
上
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
め

り
あ
／
ア
ク
テ
ィ
ー
米
沢　

②
大
手
門
パ

ル
ズ
／
酒
田
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

● 

対
象　

県
内
事
業
所
の
労
働
者
・
事
業
主

の
方

※ 

原
則
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
も
相
談
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

※ 

当
日
は
、
事
前
予
約
を
い
た
だ
い
た
方
が

優
先
と
な
り
ま
す
。

●
参
加
費　

無
料

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
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発
行
分
に
掲
載
予
定
）
に
つ
い
て
は
、
医
療

機
関
等
か
ら
の
領
収
書
に
基
づ
き
作
成
し
た

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
記
載
し
添
付

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

● 

対
象　

山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
被
保
険
者

●
発
行
時
期　

令
和
2
年
１
月
下
旬

● 

掲
載
内
容　

平
成
31
年
1
月
か
ら
令
和
元

年
10
月
ま
で
に
診
療
し
た
医
療
機
関
等
の

診
療
年
月
・
医
療
費
総
額
等

※ 

確
定
申
告
等
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
お
よ

び
各
市
町
村
住
民
税
賦
課
担
当
部
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部

職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部　

総
務
課

 

☎
６
４
１
‐
１
３
５
３

　

日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部
で
、
令
和
２

年
４
月
１
日
付
け
で
採
用
す
る
職
員
の
採
用

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

● 

募
集
職
種　

一
般
事
務
職
お
よ
び
看
護
師

職
● 

採
用
予
定
人
数　

一
般
事
務
職
…
若
干
名

／
看
護
師
職
…
約
５
名

● 

応
募
方
法　

募
集
要
項
な
ど
試
験
の
詳
細

は
日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
募
集
締
切　

９
月
１３
日
（
金
）
必
着

消費生活の窓口から

２０１₉年全国家計構造調査を装った
 「かたり調査」にご注意を！

　総務省統計局では、2019年10月、11月を調査期間として、2019年全国家計構造調査を実施します。

　世帯を対象とした統計調査においては、統計調査をかたって世帯の情報等をだまし取る行為、い

わゆる「かたり調査」が発生する場合があります。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだ

けでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、注意しましょう。

　※全国家計構造調査の概要： 「統計法」に基づいた基幹統計調査で、家計における消費、所得、資産および負債

の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布や消費の水準、構造等を全国や都道府

県別に明らかにすることが目的です。調査対象は全国約９万世帯。調査員が世帯

を訪問し、調査票を配布・収集する方法により行います。インターネットによる

回答も可能です。詳しくは統計局のホームページをご覧ください。

※ご相談・お問い合わせ先
　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２ - ２５９３

【アドバイス】

◆ 全国家計構造調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなど

に注意しましょう。少しでも不審に思ったら、回答しないで、速やかに「全国家計構造調査コー

ルセンター」に知らせましょう。

◆ 全国家計構造調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレ

ジットカード番号などを聞き出すこともありません。

◆ 調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。少しでも不審に思ったら、「調

査員証」に記載してある名前を「全国家計構造調査コールセンター」に問い合わせましょう。市

区町村で身元の確認を行います。

◆ 少しでも不審に思ったら全国家計構造調査コールセンター（☎０５７０－５５－０８５２（ＩＰ

電話は０３－６６２６－０９６０））に相談しましょう。「かたり調査」により消費者トラブルに

巻き込まれた場合は、消費生活相談窓口か消費者ホットライン（局番なしの１
い

８
や

８
や

番）に相談し

ましょう。
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子
育
て
支
援
者
養
成
講
座
の

開
催
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

山
辺
町
・
中
山
町
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー 
☎
６
８
７
‐
１
７
２
０

 

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
８
７
‐
１
７
２
１

　

中
山
町
と
山
辺
町
で
は
子
育
て
中
の
方
や

子
育
て
中
の
方
を
応
援
し
た
い
方
を
対
象
と

し
て
、「
子
育
て
支
援
者
養
成
講
座
」
を
開

催
し
ま
す
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
･
サ
ポ
ー
ト
･
セ

ン
タ
ー
の
協
力
会
員
を
希
望
す
る
方
や
子
育

て
に
関
心
の
あ
る
方
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

● 

期
日　

１0
月
１0
日
・
１7
日
・
２4
日
・
３１
日
・

１１
月
７
日
・
１4
日
の
６
日
間
（
い
ず
れ
も

木
曜
日
）

● 

時
間　

午
前
９
時
３0
分
～
午
後
３
時
３0
分

前
後
（
日
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

●
会
場　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

● 

内
容　

保
育
の
心
・
子
ど
も
の
発
達
と
病

気
・
栄
養
と
食
生
活
・
子
ど
も
の
世
話
や

遊
び
な
ど
に
つ
い
て
、
小
児
科
医
や
保
育

士
、
管
理
栄
養
士
、
心
理
学
の
専
門
家
の

方
々
か
ら
学
び
ま
す
。

● 

対
象　

子
育
て
中
の
方
を
応
援
し
た
い
方
、

子
育
て
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い
方
、
講
座

終
了
後
自
宅
な
ど
で
お
子
さ
ん
を
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
方
。

● 

受
講
料　

無
料
。
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代

と
し
て
２
５
０
０
円
必
要
で
す
が
、
中
山

町
民
お
よ
び
山
辺
町
民
で
全
課
程
受
講
者

に
は
無
料
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
申
込
期
限　

１0
月
４
日
（
金
）

● 

そ
の
他　

定
員
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

な
方
は
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

秋
季
ト
レ
ッ
キ
ン
グ　

秋
田

 

駒
ヶ
岳
登
山
参
加
者
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
中
山
総
合
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

 

☎
６
６
４
‐
２
０
６
５

　

駒
ヶ
岳
は
、
秋
田
一
の
標
高
（
１
６
３
７

メ
ー
ト
ル
）
を
誇
り
山
頂
か
ら
は
鳥
海
山

や
岩
手
山
な
ど
の
雄
大
な
山
並
み
と
、
ル

リ
色
に
輝
く
田
沢
湖
が
一
望
で
き
絶
景
で

す
。
ま
た
、
ム
ー
ミ
ン
谷
と
呼
ば
れ
る
地
形

は
「
ム
ー
ミ
ン
谷
を
見
ず
し
て
秋
田
駒
を
語

る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
素
晴
ら

し
い
場
所
で
す
。

● 

日
時　

９
月
２３
日
（
月
・
祝
日
）
午
前
４

時
～
午
後
７
時
３0
分　

※
小
雨
決
行

● 

集
合
場
所　

す
ぱ
ー
く
中
山
（
午
前
４
時

集
合
）

● 

対
象
・
登
山
コ
ー
ス
（
ど
ち
ら
か
選
択
）

　

・ 

ノ
ー
マ
ル
コ
ー
ス　

約
3
時
間
（
歩
く

自
信
の
あ
る
方
）

　

・ 

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
コ
ー
ス　

約
5
時
間
30

分
（
健
脚
で
歩
き
に
自
信
の
あ
る
方
）

●
定
員　

先
着
2７
名

●
交
通　

デ
ラ
ッ
ク
ス
中
型
観
光
貸
切
バ
ス

●
参
加
費　

▼
ク
ラ
ブ
会
員
…
７
５
０
０
円

　
　
　
　
　

▼
一
般
…
８
５
０
０
円

● 

申
込
方
法　

９
月
１0
日
（
火
）
ま
で
参
加

費
を
添
え
て
、
総
合
体
育
館
内
ク
ラ
ブ
事

務
所
ま
で
、
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ひまわりグラウンド・ゴルフ場
予約状況【９月１日〜９月３0日（８／１5現在）】

期　日 使用コース 時　間　帯

９／１（日） A・Ｂ・Ｃコース ８：３0〜１7：00

９／２（月） Ｄ・Ｅ・Ｆコース １１：00〜１６：00

９／３（火） A・Ｂ・Ｃコース ８：３0〜１4：00

９／５（木） Ｅコース ８：３0〜１３：00

９／６（金） A・Ｂ・Ｃコース ８：３0〜１7：00

９／７（土） Ｃコース ９：３0〜１１：３0

９／８（日） Ｃ・Ｄコース ８：３0〜１7：00

９／９（月） Ｆコース １３：00〜１5：３0

９／１２（木） Ｆコース ９：00〜１２：00

９／１３（金） Aコース ９：00〜１３：00

９／１4（土） Ｄコース ９：３0〜１１：３0

９／２２（日） A・Ｂコース １３：00〜１６：00

９／２６（木）
Ｃコース ９：00〜１5：00

Ｅ・Ｆコース ８：３0〜１5：00

９／２7（金）
Aコース ８：３0〜１２：00

Ｃコース ９：00〜１３：00

● 上記のコースが大会などで独占して使用されますので、
一般の使用ができません。

● 独占使用の申請受付は、使用日の１か月前で終了しま
す。

　※ご予約・お問い合わせ先
　　　総合体育館　☎６６２‐２３００
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●

●

●

そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

【 

第
３
回
「
来
て
、
見
て
、
さ
わ
っ
て
、
や
っ

て
み
て
」
～
体
験
！
見
え
な
い
、
見
え
に

く
い
世
界
】

　

 

①
県
立
山
形
盲
学
校
（
☎
６
７
２
︲

４
１
１
６
）　

②
９
月
２３
日
（
月
・
祝
日
）

　

 

午
後
１
時
～
３
時　

③
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル

１
階
ア
ト
リ
ウ
ム　

④
点
字
を
書
い
て
み

よ
う
／
触
れ
て
感
じ
る
「
点
字
と
点
図
の

世
界
」
／
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
／

理
科
実
験
教
室
／
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
で

作
っ
て
み
よ
う　

な
ど　

⑥
無
料　

【
第
５
回
あ
お
や
ぎ
ま
つ
り
開
催
】

　

 

①
山
形
県
立
中
央
病
院
（
☎
６
８
５
︲

２
６
２
６
）　

②
９
月
２２
日
（
日
）
午
前

１0
時
～
午
後
３
時　

③
山
形
県
立
中
央
病

院
１
階
総
合
受
付
前
ロ
ビ
ー
ほ
か　

④
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
の
見
学
会
、
演
奏
・
踊
り
の

披
露
、
出
店
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
体
験

コ
ー
ナ
ー　

⑦
電
話
で
①
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。　

⑧
地
域
や
住
民
の
方
々

に
開
か
れ
た
病
院
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
や
、
入
院
し
て
い
る
患
者
さ
ん
を
元
気

づ
け
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

【 

す
も
も
の
し
ず
く
ち
ゃ
ん
グ
ッ
ズ
の
デ
ザ

イ
ン
を
募
集
し
ま
す
】

　

 

①
中
山
町
商
工
会
青
年
部　

近
江
（
☎
６

　

 

６
２
︲
２
２
０
７
）　

④
中
山
町
商
工
会

青
年
部
に
お
い
て
、
中
山
町
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
「
す
も
も
の
し
ず
く
ち
ゃ
ん
」
を

用
い
て
、
こ
れ
か
ら
ま
た
新
た
な
し
ず
く

ち
ゃ
ん
グ
ッ
ズ
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、

と
っ
て
お
き
の
デ
ザ
イ
ン
を
募
集
し
ま
す
。

　
 

⑦
１２
月
３１
日
（
火
）
ま
で
、
電
子
フ
ァ

イ
ル
ま
た
は
紙
で
デ
ザ
イ
ン
を
⑧
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
電
子
フ
ァ
イ
ル
の

場
合
は
電
子
メ
ー
ル
、
紙
の
場
合
は
郵

送
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）。　

⑧

〒
９
９
０
︲
０
４
０
１　

中
山
町
大
字

長
崎
８
０
３
９　

中
山
町
商
工
会
青
年

部
宛
／
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：s-o

h
m

i@

sh
o
ko

ka
i-y

a
m

a
g
a
ta

.o
r.jp

【
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
】

　

 

①
全
国
共
通
番
号
（
☎
０
５
７
０
︲

０
６
４
︲
５
５
６
）　

②
９
月
１0
日
（
火
）

～
１６
日
（
月
・
祝
日
）
午
前
９
時
～
午
後

５
時　

④
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が

実
施
し
て
い
る
「
心
の
健
康
相
談
ダ
イ
ヤ

ル
」
に
つ
い
て
、
期
間
中
は
「
こ
こ
ろ
の

健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」
と
し
て
全
国

共
通
の
電
話
番
号
を
設
定
し
、
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
（
土
曜
日
・
日
曜
日
お
よ
び

正
午
～
午
後
１
時
も
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
）。　

⑧
右
記
期
間
以
外
は
、「
心

の
健
康
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
６
３
１
︲

７
０
６
０
）
に
お
い
て
月
～
金
曜
日
（
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
～
正

午
お
よ
び
午
後
１
時
～
５
時
ま
で
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所
】

　

 

①
山
形
地
方
法
務
局
総
務
課
（
☎
６
２
５

︲
１
３
４
３
）　

②
１0
月
６
日
（
日
）
午

後
１
時
～
４
時
３0
分　

③
山
形
地
方
法
務

局　

④
相
続
登
記
、
不
動
産
や
会
社
・
法

人
の
登
記
手
続
、
遺
言
、
い
じ
め
な
ど
の

人
権
問
題
、
隣
地
と
の
境
界
な
ど　

⑥
無

料
・
秘
密
厳
守　

⑦
１0
月
４
日
（
金
）
ま

で
、
①
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

 

⑧
予
約
な
し
で
も
相
談
は
可
能
で
す
が
、

予
約
の
方
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

【 

山
形
労
働
局
委
託
事
業
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・

デ
イ
が
開
催
さ
れ
ま
す
】

　

 

①
キ
ャ
リ
ア
バ
ン
ク
㈱
山
形
オ
フ
ィ
ス

（
☎
６
３
３
︲
５
６
０
８
）　

②
９
月
１4
日

（
土
）
午
前
１１
時
～
午
後
４
時　

③
イ
オ

ン
モ
ー
ル
天
童　

④
い
ろ
ん
な
職
場
の
機

器
に
触
れ
、
現
場
の
作
業
を
体
感
し
て
み

よ
う
。
ド
ロ
ー
ン
・
介
護
ス
ー
ツ
・
防
護

衣
着
用
・
バ
ス
運
転
席
乗
車
な
ど　

⑥
無

料　

⑦
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【 

第
３
回
東
村
山
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
マ
ル

シ
ェ
】

　

 

①
一
般
社
団
法
人
山
辺
青
年
会
議
所　

後
藤
良
太
（
☎
０
８
０
︲
１
８
１
１
︲

９
８
６
５
）　

②
９
月
１5
日
（
日
）
午
前

１0
時
～
午
後
６
時　

③
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ

ラ
ザ
・
ベ
ル
屋
上　

④
東
村
山
の
魅
力
を

「
見
て
」「
触
れ
て
」「
聞
い
て
」「
食
べ

て
」
存
分
に
楽
し
ん
で
け
ら
っ
し
ゃ
い
！

東
村
山
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
マ
ル
シ
ェ
・
高

校
生
に
よ
る
文
化
部
甲
子
園
・
肉
祭
り
・

第
２
回
復
活
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
祭
り　

⑥
入

場
無
料　

⑧
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
乞
う
ご

期
待
！

※
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　元気なちびっこさん、あつまれー！

　まだ入園していないお子さんが参加できる競技もありますので、

ご家族皆さんでお越しください。年長児による「あおぞら太鼓」の

披露もあります。

●期　日　９月２１日（土）

●時　間　午前８時３0分〜午後０時３0分

●場　所　なかやま保育園園庭（雨天時は町民体育館）

　※お問い合わせ先　なかやま保育園　☎６６２ - ２２１０

なかやま保育園運動会のご案内
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保健カレンダー
※保健事業に関するお問い合わせ先

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

母 子 手 帳 交 付
９/１０（火）

９：００～１０：００ 保健福祉
センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
● 持ち物　印かん、妊娠届出書、個人番号が確

認できるもの（個人番号カード、個人番号通
知カード等）と本人確認ができるもの（個人
番号カード、運転免許証等）

※ この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場
合はご連絡ください。

定 期 健 康 相 談
９/１０（火）

１０：3０～１１：3０
生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行い
ます。

総 合 検 診

９/１１（水）
受付時間

７：4０～９：3０

保健福祉
センター

検診ホール

達磨寺、金沢地区の方
※送迎バス時刻
　 達磨寺バス停（寒河江方面行）７：２０、達磨寺村社前

７：２3、西部地区公民館（金沢）７：3５

特定健診、後期高齢者健診、さわやか健診、がん検診を申し込まれた方。
申し込まなかった方で希望する場合は、健康づくりＧにご連絡ください。
●持ち物
　 問診票、採尿容器、採便容器、前年度または前々年度の特定健康診査結果、検診料金。
　4０歳以上の方は、医療保険証を必ずお持ちください。
※ 詳しくは、「平成3１年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧ください（申し込ま

れた方に送付しています）。

歯 周 疾 患 検 診
９/１８（水）
受付時間

１3：4５～１4：１５

保健福祉
センター

検診ホール

三軒屋、落合、文新田、いずみ、あおば、金沢、
柳沢、土橋、岡、小塩地区の方で申し込んだ方
と希望する方
●対　象　4０歳・５０歳・６０歳・７０歳の方
●持ち物　 問診票（送付してありますが、ない

方は当日記入してください）
●内　容　 歯周疾患検診、ブラッシング指導、

歯科相談

乳 が ん ・
子 宮 頸 が ん ・
骨粗しょう症検診

９/２０（金）
直接会場に行く方は
１3：3０までお越しく
ださい。

総合健診
センター

（寒河江市）

あおば、金沢、柳沢地区で該当する方
※送迎バス時刻
　西部地区公民館（金沢）１２：3０、大津商店前１２：3５、
　あおば公園内公衆トイレ側（セブンイレブン裏）１２：4５

対象地区で次に該当する方（申し込まなかった方で希望する場合は、健康づくりＧに
ご連絡ください）
・子宮頸がん検診：２０歳以上の女性
・乳がん検診：4０歳以上の女性
・骨粗しょう症検診：4０歳・4５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５歳・７０歳の女性
●持ち物　問診票、検診料金、国保加入者は保険証
※ 詳しくは、「平成3１年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧ください（申し込まれ

た方に送付しています）。

９月の日曜当番医

※ 日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。

９月８日（日）午前９時～正午 中山診療所 ☎６６２−５０１１

９月２２日（日）午前９時～正午 秋葉医院 ☎６６３−１０００

●申込期間　９月１日（日）～９月１０日（火）
●対　　象　二種混合　平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）…平成１１年１０月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成１１年１０月２日～平成１4年４月１日生まれで未接種の方
●次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。１０月１日から希望した

医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので届いたら医
療機関に予約をいれてください）。

　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりＧ宛）
　②保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてください。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。

※ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、麻しん風しん１期・
２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関希望の場合は健康づくり
Ｇに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので、届いたら医療機関に予約をいれてください）。

　令和元年１０月に接種を希望する方二種混合（ジフテリア・破傷風）／日本脳炎の申込受付について
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令和元年 長月／2019.September

まちのカレンダー
■…町関係 　□…教育委員会関係 　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 　○…その他

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

９月１３日（金）
９月２７日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

９月９日（月）
９月２３日（月） 火・金曜日 木曜日

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

その他のごみ収集日
※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【９月１６日（月）・２３日（月）は祝日ですが、もやせるごみの収集をします（該当地区のみ）】

９月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10/1

2

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

■中山町民交通安全行動の日
●いきいきタイム（総合体育館）
◆食改伝達講習会

□ほんわ館・総合体育館休館日
■ 町県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期

高齢者医療保険料（２期）・公共下水道受益者
負担金（１期）納期限

◆食改養成講習会
★お話と遊びの会

●いきいきタイム（総合体育館）
★ふれあい広場（プレイルーム）

◆食生活改善推進協議会講習会
★じぃじ・ばぁばの日

★子ども服リサイクルの日

■オクトーバーフェストｉｎ中山

●いきいきタイム（総合体育館）
●健幸アンバサダー養成講座

□ほんわ館・総合体育館休館日
　勤労文化センター休館日
●健幸アンバサダー養成講座

◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話

■行政相談　○心配ごと相談所
●いきいきタイム（総合体育館）
◆総合検診
★ふれあい広場（作って遊ぼう）

■町議会議員選挙
■中山町民交通安全行動の日
●いきいきタイム（総合体育館）

敬老の日

□ほんわ館・総合体育館休館日
★お話と遊びの会

●いきいきタイム（総合体育館）
◆歯周疾患検診
★ふれあい広場（誕生会）
◆食改伝達講習会

★赤ちゃんとママの日（離乳食の話）

◆乳がん・子宮頸がん・
　骨粗しょう症検診

■なかやま保育園運動会
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら大浴場営業再開
 リニューアルオープン（朝９時）
□ほんわ館おはなし会

■町民ゴルフ大会
●いきいきタイム（総合体育館）

秋分の日

□勤労文化センター休館日

□ほんわ館・総合体育館休館日
◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★育児相談会　★お話と遊びの会

○心配ごと法律相談　◆乳児健診
●いきいきタイム（総合体育館）
★ふれあい広場（お外で遊ぼう）

◆総合検診

■元祖芋煮会ｉｎ中山
★出張子育て支援センター
　　　　　　　（元祖芋煮会）

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
■ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療

保険料（３期）納期限
★子育て支援センター休館日

■中山町民交通安全行動の日
■町議会臨時会

●いきいきタイム（総合体育館）
◆１歳６か月児健診

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋め立てごみ

秋葉医院
663-1000
9時〜12時

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

中山診療所
662-5011
9時〜12時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）


